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南部町議会決算特別委員会会議録（第２号） 

  

平成18年９月７日（木） 

 

出席委員（38名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 

  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

       7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

  9番  庭 田 豊 茂 君      10番  夏 坂 清 蔵 君 

 11番  長 根 和 夫 君      12番  工 藤 幸 子 君 

 13番  四 戸   清 君      14番  内 村 貞 子 君 

 15番  工 藤 和 夫 君      17番  佐々木 幹 夫 君 

 18番  馬 場 又 彦 君      19番  日向端   猛 君 

 20番  立 花 寛 子 君      22番  大久保 俊 和 君 

 24番  滝 田 米 作 君      25番  川守田   稔 君 

 26番  佐々木 金 嘉 君      27番  工 藤 久 夫 君 

 28番  坂 本 正 紀 君      30番  河 端 幸 蔵 君 

 31番  相 田 耕 作 君      32番  山 口 博 个 君 

 33番  沼 畑   繁 君      34番  小笠原 義 弘 君 

 35番  佐々木 元 作 君      36番  伊 達 一 夫 君 

 37番  金 沢 和 夫 君      39番  東   寿 一 君 

 40番  宮 野   正 君      41番  西 塚 芳 弥 君 

 42番  野 田 清 八 君      43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席委員（なし） 

 

説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  助     役  赤 石 武 城 君 

収入役兼掌助役  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 
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企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  西 塚 友 雄 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  川 井 和 男 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  出 納 室 長  坂 本 與志美 君 

名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君 

市  場  長  堀 内 誠 悦 君  総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君 

教  育  長  角 濱 清 輝 君  学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君 

社会教育課長  工 藤 光 行 君  農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君 

代表監査委員  松 本 陽 一 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇委員長（山口博个君） ただいまの出席委員数は38人でございます。定足数に達しております

ので、これより決算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                           

〇委員長（山口博个君） 本委員会に付託されました議案第142号から議案第163号までの平成17年

度南部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について22件を一括議題といたします。 

                                           

 

◎代表監査委員の審査意見報告 

 

〇委員長（山口博个君） ここで代表監査委員から決算審査の意見を求めます。松本陽一君。 

（代表監査委員 松本陽一君 登壇） 

 

〇代表監査委員（松本陽一君） 皆さん、おはようございます。それでは、平成17年度南部町各

会計歳入歳出決算審査をご報告申し上げます。 

 今回の審査対象は、新町発足後の平成18年１月から３月までの各会計の決算であります。審査

の期間は、平成18年８月８日、10日、11日の３日間実施いたしました。審査に当たりましては、

各会計歳入歳出決算書、決算事項明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の

運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して作成されているか、その内容及び計数が関係

帳簿、諸証拠書類と符合し、かつ適正であるか等に主眼を置いて実施いたしました。なお、合併

後の平成17年度途中からの決算であることから、年度対比の分析は行わないものとし、決算の正

確性を中心に審査を実施いたしました。 

それでは、本日の決算特別委員会の審査に当たり、決算の概要及び意見を申し上げます。一般

会計は、歳入総額42億807万4,000円、歳出総額39億9,246万3,000円で歳入歳出差引額は２億

1,561万1,000円の黒字でありますが、翌年度への繰越明許費繰越額が205万8,000円でありますの
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で、実質収支額は２億1,355万3,000円となり、そのうち減債基金へ5,700万円、財政調整基金へ

5,000万円を積み立てしております。 

歳入における収入未済額は町民税、固定資産税、住宅使用料が特に多く、このことは善良なる

納税者、負担義務者の不均衡が生ずることとなりますので、その解消に最大限の努力をお願いす

るところでございます。また、現年度分についても収納状況等を定期的にチェックするなど、滞

納を未然に防止する方策をとっていただくよう切望するものであります。 

歳出は、決算額と予算額の比較差が２億5,788万1,477円でありますが、翌年度繰越額3,267万

円を除いた実質の不用額は２億2,521万1,477円であります。実質の予算執行率は94.7％となって

おります。基金の運用状況は、全般的に順当な運用管理がなされております。平成17年度末の現

金残高は町村合併に比べて１億2,314万2,000円の増となっておりますが、旧３町村の平成16年度

末現在高合計額と比較いたしますと３億8,375万8,000円の減となっております。 

次に、特別会計でございますが、各特別会計の総歳入総額40億2,272万9,000円、歳出総額が38億

5,010万2,000円でございます。歳入歳出差し引き総額１億7,262万7,000円となり、年度途中から

の決算ではありますが、堅実な予算執行によって黒字決算となっております。また、国民健康保

険名川病院事業会計につきましても収益的収支及び資本的収支とも黒字決算となっており、収入

面、支出面においても経営の健全化が図られ、適正に予算執行されております。なお、国保、介

護保険、町営市場の収入未済額については、徴収計画をもとに未納解消に期待いたすものでござ

います。全会計の審査の詳細につきましては、皆様のお手元に配付しております意見書のとおり

でございますので、説明は省略させていただきます。 

 以上の審査の結果、審査に付された決算書等は、関係法令に準拠して作成されており、かつそ

の計数は関係諸帳簿及び証拠書類と符合し、正確であると認められました。当該年度の決算は、

合併による年度途中３カ月分の予算執行でありましたが、緊縮財政にもかかわらず、全般的に経

費節減に取り組んでおり、町当局の努力を評価いたしたいと思います。今後とも行財政運営に当

たっては、合理化、効率化に努め、財政基盤を強化し、町民の福祉の一層の向上を図られるよう

ご期待申し上げまして、平成17年度各会計歳入歳出決算審査の報告といたします。 

 

〇委員長（山口博个君） ご苦労さまでした。代表監査委員の報告が終わりました。 

                                           

 

◎議案第142号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇委員長（山口博个君） 議案第142号、平成17年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について

を議題といたします。本案について、歳入歳出決算を一括して説明を求めます。収入役兼掌助役。 

 

〇収入役兼掌助役（馬場宏君） 説明に入ります前に、皆さんの手元に平成17年度南部町一般会

計歳入歳出決算書説明資料、３枚ものでございますが、配付してございますので、それに基づい

て説明したいと思います。 

それでは、名川町、南部町、福地村が合併し、新南部町が誕生した平成18年１月１日から３月

31日までの３カ月間の平成17年度南部町一般会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 １ページをごらんください。まず、最後の行の歳入合計欄でございますが、予算現額42億5,034万

4,000円、調定額43億5,868万4,278円に対し、収入済額は42億807万3,582円で収入未済額は１億

5,061万696円となり、予算現額と収入済額との比較では4,227万418円の減となり、歳入全体の執

行率は99.01％となりました。 

 それでは、歳入の主なるものについてご説明いたします。１款の町税でありますが、予算現額

１億2,824万6,000円、構成比では3.02％であります。調定額の２億7,406万8,767円に対し、収入

済額は１億4,258万8,671円となり、収入未済額は１億3,148万96円であります。その主なるもの

は、町民税の3,393万6,585円、固定資産税の9,480万5,911円、軽自動車税の273万7,600円であり

ます。予算現額に対する収入済額、執行率でございますが、111.18％となっております。 

８款の地方交付税であります。予算現額３億4,167万8,000円で、構成比率は8.04％であります。

収入済額は、同額の３億4,167万8,000円で、執行率は100％となっております。 

10款の負担金及び分担金であります。予算現額3,759万4,000円、調定額3,355万3,492円に対し、

収入済額は2,848万7,742円となり、収入未済額の506万5,750円は民生費負担金の保育料保護者負

担金で、執行率は75.78％となっております。 

11款の使用料及び手数料でございますが、予算現額は4,637万7,000円、調定額の5,475万2,533円

に対し、収入済額は4,102万9,683円となり、収入未済額の1,372万2,850円は土木使用料の住宅使

用料で、執行率は88.47％となっております。 

12款の国庫支出金でありますが、予算現額３億6,912万6,000円、構成比率は8.68％であり、収

入済額は３億6,704万5,532円となり、主なるものは民生費負担金の社会福祉士施設訓練等負担金、

土木費国庫補助金の公営住宅整備事業、家賃対策補助金、街なみ環境整備事業補助金であります。

執行率は99.44％となっております。 
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13款の県支出金ですが、予算額５億8,311万2,000円、構成比率は13.72％であり、収入済額は

５億6,182万1,880円となり、主なるものは総務費県補助金の市町村合併支援特別交付金、農林水

産業費補助金の農業集落排水促進事業補助金、県委託金の畑地帯総合整備事業用地事務委託金で

あります。執行率は96.35％となっております。 

17款の諸収入でありますが、予算現額11億7,222万4,000円、構成比率では27.58％であり、調

定額の11億8,439万4,593円に対し、収入済額は11億8,405万2,593円となり、収入未済額の34万

2,000円は奨学資金貸付金であります。また、主な収入は、雑入の旧町村決算剰余金10億8,464万

8,141円であり、執行率は101.01％となっております。 

18款の町債でありますが、予算現額12億4,550万円、構成比率は29.3％であります。収入済額

は12億2,240万円となり、主なるものは臨時財政対策債、農業施設整備事業債、道路橋梁整備事

業債、社会体育施設整備事業債であります。執行率は98.15％となっております。 

続きまして、２ページをごらんください。歳出であります。まず、最後の行の歳出合計欄です

が、予算現額42億5,034万4,000円に対し、支出済額は39億9,246万2,523円で、翌年度への繰越明

許費繰越額は3,267万円であります。不用額は２億2,521万1,477円、予算現額と支出済額との比

較は２億5,788万1,477円で、歳出全体の執行率は93.93％となっております。実質収支に関しま

しては、歳入歳出差し引き残額は２億1,561万1,059円でございます。そのうち翌年度へ繰り越す

べき繰越明許費繰越額の一般財源の額は205万8,000円で、実質収支額は２億1,355万3,059円とな

り、うち地方自治法第233条の２の規定による基金への繰入額、積立額でございますが、１億7,000万

で、その内訳は財政調整基金へ5,000万、減債基金へは5,700万となっております。以上により、

翌年度への実質の繰越額は１億655万3,059円となります。 

それでは、歳出の主なるものについてご説明いたします。２款の総務費でございますが、予算

現額９億7,412万1,000円に対し、支出済額は９億1,948万4,237円です。不用額は5,463万6,763円

となり、執行率は94.39％となっております。支出の主なるものでございますが、電算システム

統合備品費、里バス運行委託費であります。 

３款の民生費でありますが、予算現額５億4,391万6,400円に対し、支出済額は４億8,978万

7,302円で、不用額は5,412万9,098円となります。執行率は90.05％となっております。支出の主

なるものは、障害者福祉扶助費、児童手当、広域保育所運営費であります。 

４款の衛生費でありますが、予算現額３億5,510万9,000円に対し、支出済額は３億4,250万

4,043円で、不用額は1,260万4,957円となり、執行率は96.45％となっております。支出の主なる

ものでございますが、ごみ収集委託費、環境、じんかい事務組合負担金であります。 
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６款の農林水産業費でありますが、予算現額３億6,524万6,000円に対し、支出済額は３億3,505万

6,059円です。うち繰越明許費繰越額は農産物直売施設整備事業費の1,690万であります。不用額

は1,328万9,941円となり、執行率は91.73％となっております。支出の主なるものは、県営畑地

帯総合整備事業債、経営農村振興整備事業費であります。 

８款の土木費でありますが、予算現額２億6,094万4,000円に対し、支出済額は２億3,296万

3,447円で、うち繰越明許費繰越額は街なみ環境整備事業費の1,407万円であり、不用額は1,391万

553円となり、執行率89.28％となっております。支出の主なるものは、除雪作業費、道路改良工

事費、住宅建設費であります。 

10款の教育費でございますが、予算現額４億770万3,000円に対して、支出済額は３億8,003万

1,659円で、不用額は2,767万1,341円となり、執行率は93.21％となっております。支出の主なる

ものは、統合名川南小学校改修工事費、ふるさと運動公園整備費であります。 

11款の災害復旧費であります。予算現額405万2,000円に対し、支出済額は4,000円で、うち繰

越明許費繰越額は公共土木施設災害復旧費で170万円であり、不用額は234万8,000円となってお

ります。 

12款の公債費でありますが、予算現額９億3,913万1,000円に対し、支出済額は９億2,150万

8,202円で、不用額は1,762万2,798円となり、執行率は98.12％となっております。 

また、財産に関する調書でございますが、別に配付してございます平成17年度南部町決算書115ペ

ージから120ページまで掲載してございますので、ごらんください。なお、決算書各項目の詳細

につきまして、ご質問に応じ、関係課長から説明を申し上げます。 

以上、簡単でありますが、平成17年度南部町一般会計歳入歳出決算の概要説明を終わります。 

 

〇委員長（山口博个君） 一般会計決算の説明が終わりました。 

 これより質疑に入りますが、質問される方は挙手と同時に議席番号を告げて、質問する決算書、

または決算資料のページを述べてから質問をお願いいたします。 

 なお、一般会計決算の質疑は、歳入と歳出を分けて行います。 

 それでは、一般会計の歳入決算について質疑を許します。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） まず、決算書ですが、決算書の16ページに当たります地方交付税につい

てお尋ねいたします。 

 今後の見通しでございますが、３町村合併したわけですので、３町村分の地方交付税が入って
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くるのでしょうか。人口がふえたわけですから、期待できるのではないでしょうか。この点をお

聞きいたします。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） ただいま交付税についてのご質問がございましたが、私ども３町

村合併になりまして、交付税制度上は合併しない前の交付税の試算額と合併後の試算額を出しま

して、どちらが多いかということで、多い方が普通交付税として交付される仕組みになってござ

いますので、人口あるいは面積等と、いろんな積み上げの中で交付税が算出されるわけですけれ

ども、合併町村に関しては額の多い方を交付するという仕組みになってございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） 20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） はっきりした金額をお聞きしたいのですけれども、そうしますと今の説

明のとおり、政府は合併市町村に対して、合併後10年間は旧市町村ごとに合併しなかった場合の

地方交付税額を毎年度計算して、その合算額を下回らないようにして、これを合併支援策として

宣伝してきたと理解しておりますが、確かな地方交付税額が確定されますのはいつになるのでし

ょうか。 

 また、どの程度の予想を立てておられますか。お聞きいたします。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 今決算の中での交付税というお話になるのですけれども、将来の

話ということですので、18年度において普通交付税額が決定を見ておりますので、その額を申し

上げますと新南部町におきましては43億7,393万4,000円という交付決定額を見ております。その

中で、合併支援策の中において、合併した場合の合併の特例加算というのがございまして、おお

よそ７億強の額がこの中に含まれておるということの結果でございます。18年度の交付税の額を

今申し上げました。決算の中では、またこれは17年度の決算でございますので、また別の話にな

ってございます。 
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 以上でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） 20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 今お話しされました43億余円という地方交付税の金額は、財政を預かる

皆さん方としてはどのような理解、どのようなお気持ちをお持ちでしょうか。厳しいというお気

持ちなのか、よかった、これは大変よい数字だというふうな理解なのでしょうか。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 合併しなかった場合の試算と、また合併した後の試算ということ

でいろいろと比較がなされるわけですけれども、合併したの中において、先ほど申しました合併

のための増加、需要額を交付税の中に算入していただいております。７億ちょっとの額でござい

ます。これがもし合併しなかった場合、この額が増加、需要額として算入されないことになりま

すので、相当なダメージがあったと、こう思います。交付税は、国の財政計画によりましてマイ

ナス６％とか、７％とか、毎年度国と地方の財政の協議の中で、地財対策と申しますけれども、

その中で決定されるわけですけれども、年々交付額が減少していることは確かでございます。こ

れは、国の景気対策の中での交付税の原資、いわゆる所得税、酒税法人税、たばこ税、消費税等

々が国の収入額において増加していないと。ただし、景気の増嵩になれば、法人税あるいは所得

税が増加になりますが、これがもろに交付税の出口ベースとして交付税特会の方へ丸々入ってく

ればいいのですが、それらについても減額、もしくは交付税特会において過去に発行した起債の

償還などなどに充てられて、実際に私ども公共団体に交付される出口ベースにおいてはますます

狭くなっているということでございますので、動向を見きわめるには大変不安な要素を抱えてお

るのが状況でございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかに質疑ございませんか。12番、工藤幸子君。 

 

〇12番（工藤幸子君） 歳入の21ページ、福地運動公園使用料と、こうあるのですけれども、運

動公園も使用料ということは、どんな場合の使用料なのでしょうか。 
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〇委員長（山口博个君） 社会教育課長。 

 

〇社会教育課長（工藤光行君） 福地運動公園の使用料ということでございますが、公民館でも

使用料というのもあり、それと同じ考えを持っていただければ、運動するときに使うときの使用

料ということになりますので。大丈夫でしょうか。使用料、町内の人とかあるのです。町内の人

の使用料、使用するときとか、町外とかというのが。福地の運動公園の場合は、野球場とか、そ

ういうのがありますので、そういうときに使用するときに使用料が取られるということになりま

す。 

 

〇委員長（山口博个君） 12番、工藤幸子君。 

 

〇12番（工藤幸子君） それはわかりますけれども、屋内の場合だと電気料とかかかるという、

そういう、まず暖房とかということ考えられるのですけれども、夜間の照明とか、そういうのが

かかるので、使用料を取っていると、そういうことですか。 

 

〇社会教育課長（工藤光行君） もあります。 

 

〇12番（工藤幸子君） そうですか。わかりました。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかに質疑ございませんか。36番、伊達一夫君。 

 

〇36番（伊達一夫君） 教育関係、きのうも質問したのですが、あれは補正予算の関係でしたが、

今度は101ページですか、学校管理費の中の耐震診断業務に798万円かかっておるわけですが、そ

の結果をひとつお知らせ願いたいと。 

 

〇委員長（山口博个君） 伊達さん、今歳入をやっていました。歳入の方を先にやりましょう。 

 

〇36番（伊達一夫君） 歳入。では、この意見書の中に、歳入の関係、住宅使用料とか、保育料

の未収ですか。未収額が相当多いのですが、毎年このような未収額になっているのかどうか、ひ



  

－  － 17 

とつお聞きいたします。恐らく回収には、相当苦労していると思うのですが、回収方法もできた

らひとつお願いしたい。 

 

〇委員長（山口博个君） 建設課長。 

 

〇建設課長（西野耕太郎君） 歳入の21ページをお開き願いたいと思いますけれども、今伊達議

員の質問ですけれども、収入済額、ここ６目土木使用料の中の２節住宅使用料、３節住宅使用料

滞納繰り越し分とありますけれども、ここの収入済額と、それから収入未済額のところを見てい

ただきますと２節の住宅使用料391万500円、未済額。それから、３節の住宅繰り越し分ですけれ

ども、973万450円とあります。この内訳ですけれども、名川地区、それから南部地区の住宅使用

料の滞納繰り越し、それから現年度の未済額というのでございます。福地地区には、住宅の使用

料については滞納繰り越し等はございません。これは、現年度におきましては、まだ未済額はあ

りますけれども、滞納繰り越し分についての973万450円の中の内訳は名川地区と南部地区という

ことになります。その内訳ですけれども、名川地区が現在この時点で835万4,350円の滞納繰り越

し、それから南部地区が137万6,100円ということで973万450円、それから現年度、17年度の未納

額ですけれども、名川地区が263万1,000円、それから南部地区が102万4,000円というふうになっ

てございます。これにつきましては、名川の場合ですけれども、職員がそれぞれ請求を出して督

促をしておりますけれども、なかなか入っている方々、低所得者ということもございまして、回

収がなかなか困難な状態もあります。その中で、特に名川の場合ですけれども、全部の世帯数で

すけれども、まず世帯数が60世帯、滞納繰り越しをしております。その中で、今現在名川の場合

ですけれども、10世帯がもういないと、もう退去しているということで、この方々に対しても請

求はしているのですけれども、この中にさらに７世帯がもう行方不明の状態だということもござ

いまして、今後この世帯の方々については不納欠損の処理をしていかなければならないのかなと。 

 それから、現在住宅は満室になっていますけれども、今現在の方々については、福地地区が何

で滞納者が少なかったかという理由なのですけれども、保証人の方々がすべて親族の方々を福地

地区はやっております。名川地区、南部地区については、旧ですけれども、会社員の方とか、そ

れから友人とかの方々を保証人につけた関係もございまして、なかなか保証人の方からも督促し

てももらえないということもございまして、今現在は保証人の方々については親族を充てるよう

にということでお願いしております。そういうことで、大変滞納額がございますけれども、建設

課としては職員一丸になって、低所得者ということもございますので、やはり人権といいますか、
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住居する居住権もありますので、そんなに取り立てて、そんなに強くもできないと。要するに、

税と違いますので、納めていただくようにということをお願いしながらやっております。その中

で、実際新町になりまして３名の方々に、これは名川ですけれども、強制退去ということで明け

渡し請求をして、現実に３世帯の方は退去しております。これは、ちょっと悪質な経緯というこ

とで、それからもう子供さんもいないし、本来住宅に困窮するような方でない方については明け

渡しを請求して、３世帯の方には退去していただいた例もあります。 

 以上です。 

 

〇委員長（山口博个君） 福祉課長。 

 

〇福祉課長（立花和則君） 保育園の収入未済額につきましては、旧３町村の16年度の決算と比

較しまして、17年度、この期間の滞納額がちょっとそのときよりはこの期間の方が多いという状

況になってございます。収入未済額の回収といいますか、徴収につきましては、各保育園に子供

さんを迎えに来るときに、園長あるいは職員の方々から声がけをしていただいて、滞納になって

いますので、よろしくお願いいたしますということもやってございますし、また福祉課としても

滞納のお知らせということで文書、それから納付書を発送して回収に努めているところでござい

ます。 

 以上です。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかに質疑ございませんか。12番、工藤幸子君。 

 

〇12番（工藤幸子君） 消防費ですけれども、8,035万9,000円の予算現額に対して、不用額が333万

八千三百四十幾らと、こうあるわけですけれども、できるだけ不用額を早く、済みません。歳出

です。いえ、いいです。 

 

〇委員長（山口博个君） 一般会計の歳入をやっています。どうぞ間違わないように。あとござ

いませんか。14番、内村貞子君。 

 

〇14番（内村貞子君） 21ページの南部町民体育館の使用料の有料、無料の区別をお知らせくだ

さい。 
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〇委員長（山口博个君） 社会教育課長。 

 

〇社会教育課長（工藤光行君） 町民体育館の無料は、町内の方はただで、町外の方はお金を取

るということになっております。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかにございませんか。27番、工藤久夫君。 

 

〇27番（工藤久夫君） 30、31ページの財産貸付収入というのが真ん中ぐらいにあるのですけれ

ども、土地貸付収入と建物貸付収入とございますが、これは主なのはどういうどこの代金なのか、

説明をお願いします。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 31ページのところの土地貸付収入、それから建物貸付収入、土地

につきましては396万9,000円ほど、それから建物につきましては308万9,000円ほどでありますが、

これは南部地区のぼたんの里においてデイケア部分、これは南部病院の方で事業所を展開してい

るわけですけれども、南部病院さんの方へ貸しているデイケアの部分、ぼたんの里の建物の、済

みません、土地の方を先に申し上げます。土地の方を先に申し上げますけれども、ぼたんの里の

下手にある駐車場ありますけれども、そこを南部病院に一部貸しております。その駐車場の部分、

それからもう一つが剣吉駅にあります駐車場の部分、それから名川地区の雇用促進住宅における

駐車場の部分などが土地貸付料の主なものでございます。 

 一方、建物貸付収入でございますが、先ほど申しました南部地区のぼたんの里、いわゆる保健

福祉センターでありますけれども、その中の一部分をデイケア部分の事業所として展開しており

ますので、その部分を財産貸付収入条例によって面積等々でもって計算し、納付していただいて

いるのが建物貸付収入の主なものでございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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〇委員長（山口博个君） 質疑なしと認めます。これにて一般会計の歳入決算についての質疑を

終結いたします。 

 次、一般会計の歳出決算について質疑を許します。質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） まず、決算書のページ数は110ページ、公債費９億3,913万1,000円につ

いてでありますが、今回の決算は１月から３月までの中での決算、数字のやりとりということを

話されましたが、この数字について、どう見ればよいのか、まず教えていただきたいわけであり

ます。 

 それとともに、南部町各会計歳入歳出決算審査意見書の70ページもどのように解釈すればよろ

しいでしょうか。お知らせください。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 公債費のお尋ねでありますけれども、歳出の公債費でありますが、

公債費は大体年に半年賦払いという制度で借り入れしております。おおよそほとんどが９月償還

日、それから３月の償還日、それと二つに分かれておりますので、今回の決算においては１月か

ら３月までの決算でございますので、旧３町村を持ち合わせた分の３月償還日の分が決算書の記

載の額でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） 社会教育課長。 

 

〇社会教育課長（工藤光行君） 決算書の111ページの保健体育施設整備費のところでしょうか。

9,513万1,050円というところでしょうか、立花委員さん。そこですと、ふるさと運動公園多目的

球技場の整備工事、それから設計監理ということで、これは17年度、12月前に、今回の決算は１

月から３月ですが、11月前に40％工事費をお支払いしておりまして、残りの分を１月から３月の

間に支払いをしたということになりますので、おわかりでしょうか。 

 以上です。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかにございませんか。20番、立花寛子君。 
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〇20番（立花寛子君） そうしますと、本来の公債費の総額は、現在幾らになっているのでしょ

うか。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 今の公債費の償還のお話ですけれども、３町村合併しての決算を

出しております。その中での公債費、いわゆる借入金の償還額でありますが、決算ベースで申し

上げますと３町村合計、９月償還、３月償還もろもろ合計した額でありますが、18億6,711万2,000円

という決算額でございます。これは、年度を通した決算額でございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） まず、この13億という数字を頭に入れておきたいと思いますが、次に財

政を見る上で指標になる数字でよく使われる経常収支比率というものがありますが、その内容と

パーセンテージをお知らせください。 

 

〇委員長（山口博个君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 経常収支比率という率は、財政の構造の弾力化、どういうような

硬直化を示しているかという指標でありまして、17年度、普通会計ベースにおきまして、これは

旧町村合算したベースでございますが、経常収支比率が94.0％。前年度におきましては、92.7％

ですので、1.3ポイントの悪化ということでございます。94.0％ですので、あと６％の額はいか

にと、こういう議論になりますけれども、17年度において経常一般財源、いわゆる交付税、ある

いは税、あるいは譲与税交付金等々、経常的に入ってきます経常一般財源が64億5,280万8,000円

でございました。 

 よって、このギャップ分の６％を掛けてみますと３億8,716万8,000円、３億8,000万ほどがい

わゆる使途的におおよそフリーハンドで歳出に対応できる可能額と、こういう少ない額でしか歳

出化できないお金でございます。よって、苦しい財政状況でありますので、財政運営に関しては
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基金の取り崩しだとか、あるいは大型事業に関しては起債の発行だとか、そういった財源を調達

いたしまして年度間の予算を執行しているという、こういう厳しい状況の財政状況でございます。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 今の財政収支比率は、弾力性がなくなっているとか、健全でないとか、

よく言われているわけですが、94％の考え方なのでしょうけれども、まずその数字だけを見ては

見誤りますので、性格別歳出のうち人件費や扶助費、公債費などが、まず経常的に出ていく経費

で、自治体の財源に占める割合ということが経常収支比率だと思いますが、経常収支比率を上げ

ている性質別歳出は一体何なのかなということになりますと、やはり今説明のあったように、公

債費ではないのかなという議論になるのではないでしょうか。 

ところで、今以上に私は福祉や教育に力を入れてほしいと考えているわけでありますが、そう

すると数字は94％から上がっていくのでしょうが、住民には喜ばれるのではないでしょうか。こ

の点、町長は、どのようにお考えでしょうか。 

 

〇委員長（山口博个君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 公債費率というのは、年度の額によっても比率が変わってくるわけです。

今担当課長からも言いましたが、経常収支比率、これが高いと、いわゆる事業をするときにやる

範囲が少なくなるわけです。ですから、ここをまず下げていきたいと、これは私の初日の就任し

たときもお話をしましたけれども、ここを下げていくと初めてそういう今議員さんがおっしゃっ

たように、事業にも展開してこれるわけでございまして、その大きな要因としては確かに経常収

支の中で人件費、扶助費、こういうものが、扶助費も非常に今ふえてきております。そこに公債

費が入っていると。一番大事なのは、まず財政の安定化を図るためには町債、いわゆる借り入れ

です。借入額より公債費、この公債費が多いとなると、事業展開が難しいわけです。ですから、

できるだけ早く正常な段階にしていくために一時公債費が上がるときがありますけれども、これ

は逆に安定化を図るために行っていくものでございますから、いろいろな部分で経常収支部分だ

けではなくて、議員の皆様からもいろんな要望があります。そういう部分、要望をやっていくと、

どうしても事業がふえる。100％の事業というのはないわけですから、必ず借り入れもしなけれ

ばならない。そこを押さえながらこうやっていかなければならないというのが、いわゆる安定財
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政を保ちながらの町づくりだと、こう思っております。 

 

〇委員長（山口博个君） 12番、工藤幸子君。 

 

〇12番（工藤幸子君） 10ページですけれども、消防費、予算現額が8,000万円ということで、

不用額も338万8,345円と、こう出ているわけですが、まだ消防の活用器具等で、未整備のものも

あって、例えば河川からの現場での消火のためのホース等もなかなか水を吸収できないという、

そういう状態のものもあるようですので、細やかにもう少し点検をしていただいて、できれば消

防の設備等は早期にやっていただいた方が、いつどういう事態が発生するかわかりませんので、

もう少し細やかに、もしまだできていない部分があれば、早期に活用していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

〇委員長（山口博个君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 今回の一般質問でも消防施設整備の関係の質問があって、一度調査

をしてございます。それで、必要な部分は、これからもう一回精査しまして、調査をして、各団

の方から要望をいただいて整備をしてまいりたいと思います。 

 それと、大きい施設につきましては、予算、建物とか、自動車の部分については相当な費用を

要すると思いますので、これは計画的に進めていかなければならないと思いますので、でも必要

な部分についてはこれから財政の方と相談しながら進めてまいりたいと思っております。よろし

くお願いします。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかにございませんか。36番、伊達一夫君。 

 

〇36番（伊達一夫君） 101ページ、教育関係の学校管理費の耐震診断業務に798万円を使ってお

りますが、その結果について、ひとつお知らせを願います。 

 

〇委員長（山口博个君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） 昭和56年以前建設の建物につきましては、国から耐震診断をやり
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なさいという指導を受けており、実施しなければなりません。よって、昭和48年建設の名久井小

学校の耐震診断を平成17年９月から平成18年１月までの間に実施したものであります。結果的に

は、診断の結果、耐震性があり、異常がないという判定を受けました。きのうも補正の中でお話

ししましたけれども、昭和56年以前の建物は現在５校、町内にはありますが、これらの学校を耐

震化優先度調査をしまして、耐震調査を計画的に進めていくものであります。現在この決算書に

出ているものは、名久井小学校の耐震診断の結果であります。 

 

〇委員長（山口博个君） 36番、伊達一夫君。 

 

〇36番（伊達一夫君） そうすれば、名久井小１校でこれだけの経費がかかったと。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） はい、そうです。耐震診断の場合は、学校の大きさによりますけ

れども。 

 

〇36番（伊達一夫君） あと、それからそうすれば、これから順次また診断していくには、相当

金もかかるということだと思いますが、やらなければならないのには町長も金はかけると、こう

いうことですので、やるべきものはしっかりやっていただきたいと。 

 それから、この意見書の中に不用額の多い科目が総務費、それから民生費、教育費と、こうあ

るわけですが、不用額が多いというのは節約してこうなったものか、事業をやらないでこうなっ

たのか、ひとつ大まかにご説明願いたい。 

 

〇委員長（山口博个君） 福祉課長。 

 

〇福祉課長（立花和則君） まず、３款の民生費の部分でございますが、事業を縮小したり、経

費節減ということではございません。ここの部分につきましては、当初見込みよりやはり利用者

といいますか、そういう方々の減少があったということでございます。 

 

〇委員長（山口博个君） ほかにございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 公債費の続きでございます。 




